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■日　時　平成31年1月13日（日）
　午前11時10分～（受け付けは

午前10時30分～） 
■場　所　アグピアホール（中央

公民館多目的ホール）
■対象者　平成10年4月2日から

平成11年4月1日までに生まれ
た町内に住所のある方。対象者
には、11月中に案内はがきを送
付します。阿久比町に住んでい
た方が、学校や勤務の関係で一
時的に町外に住んでいる場合も
参加できます。参加希望の方は、
問い合わせ先に連絡してくださ
い。

■問い合わせ先　
　社会教育課社会教育係
　（48）1111 （内1228）

　「女性の人権ホットライン」はＤＶ、
セクハラ、ストーカー行為といった

　「世界人権宣言」は、1948年（昭和23年）12月10
日に国際連合で採択されました。これを記念して国際
連合は、12月10日を「人権デー」（Human Rights 
Day）」と定めています。
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日
から10日までを「人権週間」と定め、第70回となる今
回も「みんなで築こう　人権の世紀　～考えよう相
手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心
～」をスローガンとして、国民に広く人権尊重の意識
を普及できるようさまざまな行事を開催します。
【人権週間記念行事（会場は両日とも鯱城ホール）】
○「講演と映画の会」
　■日にち　12月15日（土）
　■内　容
　　▽　講演「夢と絆」
　　　時間：午後2時30分～（90分）
　　　講師：蓮池薫新潟産業大学経済学部准教授
　　▽　人権啓発映画『あした　咲く』
　　　時間：午後4時15分～（36分）
○「ちょっと素敵な映画会」
　■日にち　12月16日（日）
　■内　容
　　▽　映画『8年越しの花嫁　奇跡の実話』
　　　時間：午前10時～（119分）
　　▽　映画『ワンダー　君は太陽』

　　　時間：午後2時45分～（113分）
【平成30年度啓発活動年間強調事項】
○女性の人権を守ろう
○子どもの人権を守ろう
○高齢者の人権を守ろう
○障害を理由とする偏見や差別をなくそう
○同和問題に関する偏見や差別をなくそう
○アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
○外国人の人権を尊重しよう
○ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見をな

くそう
○刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなく

そう
○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深

めよう
○ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
○性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
○性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
○人身取引をなくそう
○東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
■問い合わせ先
　名古屋法務局人権擁護部
　052（952）8111（内1450）

12月4日～10日は『第70回人権週間』

女性を巡るさまざまな人権問題に
ついての相談に応じる専用相談電
話です。下記のとおり強化週間を
設けて相談に応じます。相談は無
料、秘密は厳守します。
■日　時
　～11月18日（日）
　午前8時30分～午後7時
　ただし、17日（土）、18日（日）は

午前10時～午後5時　
　※　上記の期間以外の受付時間

は平日午前8時30分～午後5
時15分。

■相談専用電話（女性の人権ホット
ライン）　0570（070）810

■問い合わせ先
　名古屋法務局人権擁護部
　052（952）8111（内1831）

　「人権」は、幸福な人生を送るた
めにとても大切な権利です。
　阿久比町の人権擁護委員が相談
員となって特設相談所を開設しま

全国一斉「女性の人権ホッ
トライン」強化週間を実施

成人式を開催 す。
　電話予約などは必要ありません
ので、直接会場にお越しください。
■日　時　12月6日(木)午後1時
～午後3時

■場　所
　中央公民館本館308号室
■問い合わせ先
　住民福祉課社会福祉係
　（48）1111（内1122）

　「ねんきんネット」をご利用いた
だくと、いつでも自身の年金記録を
確認できるほか、将来の年金受給
見込額について、自身の年金記録
を基にさまざまなパターンの試算
をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日
本年金機構のホームページをご覧
いただくか、半田年金事務所に問
い合わせください。
■問い合わせ先
　半田年金事務所　（21）2322

人権特設相談所を
開催します

11（いい）月30（みら
い）日は「年金の日」


